
第３回 王寺町立義務教育学校部活動地域移行等に係る検討委員会 

 

 

日時：令和７年９月９日（火）１５：００～ 

場所：王寺町役場３階 応接会議室 

 

次 第 

 

１ 開 会 

 

 

２ 学校部活動の現状及び地域移行に向けた取組について 

  （1） 学校部活動の地域移行に向けた取組                       資料１ 

     参考資料１：教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図る 

ために構ずべき措置に関する指針（改正案）【文部科学省】 

 

 

 

３ その他 

 

 

 

 

４ 閉 会 



 

学校部活動の地域移行に向けた取組                                                                                   

 

 

資料１ 

○令和７年度 義務教育学校部活動人数 ○方向性等 
 

 【方向性について】  

  ・平日は、当面の間、学校部活動として活動を継続 

  ・土日は、部活動の指導を希望する教職員は兼職兼業の許可を町教委から受け、地域 

指導者として携わる 

    ※文部科学省指針（改正案） 参考資料１ 

  ・公式戦の出場は各学校部活動で登録 

    ※地域指導者で引率する場合は、部活動指導員の登録も必要 

  ・各学校で指導者の確保が困難な場合は、拠点校方式も検討 
 

 【指導者について】 

  ・県人材バンクを活用（令和 7年 5月 1日より運用開始） 

・町人材バンクを立ち上げ、指導者の登録（令和 7年 10月予定） 

    ※「総合型地域スポーツ倶楽部やわらぎトラスト」への登録を検討 
 

 【報酬について】 

  ・指導者 1,600円 

（スポーツ・文化活動の技術指導、練習メニューの作成、練習試合の引率等） 

  ・補助者 1,200円 

   （指導者のサポートや代理、安全管理のための見守り） 
*1 国・県の財源により、変動する可能性あり 

*2 活動 3 時間 + 準備(前後) 1時間 
 

 【活動場所について】 

  ・学校施設を活用 
  

【運営費について】 

 ・活動費＋保険料 

  ※保護者負担については検討 

○各部活動の方向性の検討 

○課題点 

 ・教員の異動により、安定した部活動の体制を維持することが困難である。 

 ・部活動として継続する活動と部活動指導員が確保できず地域クラブに移行する活動がそれぞれ発生すると、地域クラブは保護者負担が必要になることから不公平感が生じる。 → 全ての活動を地域クラブに移行 

・練習試合に多く参加する活動は引率等による人件費が高額になる。 → 国のガイドラインに基づき、回数制限などの町のルールを作成 



公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が
教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針（改正案）のポイント

令和７年６月に成立した改正給特法に基づき、服務を監督する教育委員会は、文部科学大臣が定める指針に即して「業務量管理・健康確保措置
実施計画」を定めることとされたことを受け、給特法第７条に基づき文部科学大臣が定める指針に、働き方改革の更なる推進に向けて、国として、
教育委員会が計画を策定する際に踏まえるべき内容等を新たに位置づけるもの。

概 要

改正のポイント

１． 働き方改革の目的や働き方改革を
進める上での基本的観点の追加

【働き方改革の目的】
・ 教育職員の「働きやすさ」と「働きがい」を

両立し、子供たちによりよい教育を行う
ことが目的

【基本的観点】
・ 国、教育委員会、地方公共団体、学校、地域、

保護者など教育に関わる全ての関係者が、
その権限と責任に基づき連携・協働しなが
ら取組を実施

２． 在校等時間や上限時間 ※改正なし

【在校等時間】
・ 「超勤４項目」以外の業務を行う時間も含め、教育職
員が学校教育活動に関する業務を行っている時間と
して外形的に把握することができる時間を「在校等時
間」とし、勤務時間管理の対象とする

【上限時間】
・ １か月の時間外在校等時間について、４５時間以内
・ １年間の時間外在校等時間について、３６０時間以内

※ 休憩時間や休日の確保等に関する労働基準法の規
定を遵守

３． 「業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定

○ 服務監督教育委員会は、本指針に即して給特法第８
条第１項に規定する「業務量管理・確保措置実施計
画」（以下「実施計画」）を定める

○ 実施計画、毎年の実施状況を公表。総合教育会議に
も報告。地方公共団体との連携を図りつつ、業務量
管理・健康確保措置などの取組の更なる改善につな
げる

【目標】
・ 政府として令和11年度までに教育職員の１箇月時間

外在校等時間を平均30時間程度に削減することを
目標にしており、時間外在校等時間が80時間を超え
る教育職員を早急になくさなければならないものと
して、それぞれ以下の水準を満たしている必要

１箇月時間外在校等時間が45時間以下の教職員の割合

→ 100％とすることを目指す
１年間における教育職員の１箇月時間外在校等時間の平均時間

→ 平均で30時間程度となることを目指す
※ 可能な限り、教育職員のワーク・ライフ・バランスや働きがい等に

関する目標を、地方公共団体の実情に応じて設定

【内容】
・ 実施計画には、４．に掲げる措置に関する具体的な取

組内容等を記載するものとする
※ 具体的な業務量管理・健康確保措置の実施内容及び

実施方法は、地域の実情に応じて決めるもの

４． 服務監督教育委員会が講ずべき措置の内容等

○ 教育職員の勤務状況等に関する状況を把握し、その状況
を踏まえ、業務分担の見直しや適正化、必要な環境整備等
の在校等時間の長時間化を防ぐための取組を実施

【学校と教師の業務の３分類】

・ 服務監督教育委員会は、円滑に役割分担の見直しが行われ
るよう、保護者及び地域住民の参画を得ながら、地域の実
情に応じた運用に努める

・ 教師以外の職員の校務運営への参画を一層拡大し学校全
体の業務を効果的に改善

・ 今日の学校や教師を取り巻く状況や、教師の負担・働きが
いの観点を踏まえてアップデートの上、本指針に位置づけ

① 学校以外が担うべき業務
② 教師以外が積極的に参画すべき業務
③ 教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務

【学校業務の適正化 等】
・ 標準を大きく上回る授業時数の指導体制に見合った見直し

や、年間授業週数の実態に応じた1日及び１週間当たりの
授業時数の平準化や、学校行事の精選

・ 放課後の児童生徒の活動時間（補習、部活動を含む。）の、
教育職員の勤務時間内での設定

・ デジタル技術を活用した校務の効率化
・ 勤務時間外の外部対応を抑制する環境整備（留守番電話の

設置 等）

○ 勤務間インターバルの確保や、早出遅出勤務、テレワーク
等、柔軟な働き方の推進のための環境整備

○ 計画の策定等に当たり人事委員会と認識を共有し、専門
的な助言を求める等連携を図ること 等

５． 留意事項等

・ 実際の時間より短い虚偽の時間を記録することはあってはならない
・ 業務の持ち帰りは行わないことが原則。上限時間の遵守や計画目標の達成のみを目的として

持ち帰り業務を増加させることは厳につつしむ必要。仮に持ち帰りの実態がある場合、その実態把握ととも
に、縮減に向けた取組を進める

・ 学校運営協議会の設置及び活用の推進 ・都道府県教育委員会は市町村教育委員会に対して指導・助言等
・ 校長等の管理職は、業務の精選等、組織マネジメントを実施し、教育職員一人一人が働きやすい職場環境を構築
・ 管理職の人事評価の評価項目や研修内容に働き方改革に資するマネジメントを追加

令和７年８月１９日
教師を取り巻く環境

整備特別部会
（ 第 ２ 回 ）
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